
 
 
 
 
                                                       

 

労働時間・休日・年次有給休暇などの労務管理について悩んでいませんか？ 

   

 

 

 

 

 

 

        

 

このようなお悩みや疑問点について「働き方・休み方改善コンサルタント」

が個別に訪問し、アドバイスや資料提供などを行います。 

「働き方・休み方改善コンサルタント」は、愛媛労働局から委嘱された労

働関係法令・制度の専門家です。お気軽にご相談ください！ 

 

 

  

【お問合せ先】 

愛媛労働局 雇用環境・均等室 

松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎６階 

              働き方・休み方改善コンサルタント 

     TEL 089-935-5222 ＦＡＸ 089-935-5210 

 

＊無料コンサルティングをご希望の方は、裏面の「申込書」をご利用ください。 

働き方・休み方改善コンサルタントを利用してみませんか？ 

～無料コンサルティングのご案内～ 
 

◆労働時間に関する法律の内容や、会社にあった労働時間制度につい

て知りたい。 

◆残業や休日出勤を減らし、効率よく仕事が行えるように改善したい。 

◆変形労働時間制を導入したい。 

 

◆年次有給休暇を取得しやすい環境の整備について知りたい 

◆時間単位や計画的付与制度を設けたい 

◆就業規則や労使協定の休暇に関する規程について知りたい 

 

◆無期転換ルールの導入や有期雇用特措法について知りたい 

 

労働時間 

休 暇 

無期転換 



令和  年  月  日 

 

愛媛労働局 雇用環境・均等室 

働き方・休み方改善コンサルタント 行 

労働時間等に関するコンサルティング申込書 

 

 

 貴 事 業 場 名 
  

 

 
 所 在 地 

〒 

 

 電 話 番 号 

 F A X 番 号 

     （     ） 

     （     ） 

 ご担当者 職氏名 
 

 ご 相 談 の 内 容 

 

 該当の箇所 ✔に  

 してください。 

 複数可。 

□ 残業や労働時間に関すること 

□ 変形労働時間に関すること 

□ 時間外労働・休日労働に関する協定に関すること 

□ 年次有給休暇に関すること 

□ 無期転換ルール、有期雇用特措法に関すること 

□ 労務管理や労働基準法の社内研修を行いたい 

□ その他（具体的な内容を記入してください） 

 

  

コンサルティングの日程等につきましては、追ってご連絡のうえ調整させ 

て頂きます。 

愛媛労働局 雇用環境・均等室 

（松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎６階） 

              働き方・休み方改善コンサルタント 

【ＦＡＸ送信先】 ０８９（９３５）５２１０  

 
 

★アンケートにご協力下さい★ 

働き方・休み方改善コンサルタントをどこでお知りになられましたか？該当する□にレ印を入れて下さい。 

□当局のホームページ □労働局・監督署主催の説明会（説明会名称：                 ） 

□労働基準監督署の職員からの紹介      □働き方・休み方改善コンサルタントからの架電 

□チラシを見て（どこでご覧になられましたか？：                          ） 

□その他（                                            ） 


